
中
町
道
の
駅
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
三
十
二
号

中
町
道
の
駅
条
例

（
設
置
）

第
一
条

道
路
の
通
行
者
及
び
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
り
、
並
び
に
観
光
に
関
す
る
情
報
の
発

信
、
地
場
産
品
等
の
販
売
等
に
よ
り
地
域
振
興
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
災
害
時
に
お
け
る
災
害
応

急
対
策
に
資
す
る
た
め
、
中
町
道
の
駅
（
以
下
「
道
の
駅
」
と
い
う
。
）
を
奈
良
市
に
設
置
す
る
。

（
事
業
）

第
二
条

道
の
駅
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。

一

休
憩
施
設
及
び
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
そ
の
他
の
交
通
結
節
機
能
を
有
す
る
施
設
の
提
供
に
関
す
る

こ
と
。

二

道
路
及
び
地
域
の
観
光
、
歴
史
文
化
等
の
情
報
の
発
信
に
関
す
る
こ
と
。

三

地
域
農
産
物
等
の
地
場
産
品
、
飲
食
物
そ
の
他
物
品
の
販
売
等
に
よ
る
地
域
振
興
に
関
す
る
こ

と
。

四

災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
道
の
駅
の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

（
使
用
の
承
認
）

第
三
条

道
の
駅
の
別
表
に
掲
げ
る
施
設
、
設
備
等
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
の
承
認
を
し
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

一

道
の
駅
の
設
置
目
的
に
違
反
す
る
と
き
。

二

公
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

三

道
の
駅
の
施
設
、
設
備
等
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

四

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
の
活
動
を
助
長
し
、
又
は
そ
の
運
営
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
と

き
。

五

道
の
駅
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
き
。
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３

知
事
は
、
使
用
の
承
認
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
条
件

を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
の
承
認
の
取
消
し
等
）

第
四
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は

使
用
を
制
限
し
、
若
し
く
は
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。

二

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
っ
て
使
用
の
承
認
を
受
け
た
と
き
。

三

使
用
の
承
認
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

四

前
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

五

公
益
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

（
使
用
料
）

第
五
条

使
用
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
、
後
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
損
害
賠
償
）

第
六
条

道
の
駅
の
施
設
、
設
備
等
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失
し
た
者
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
損
害
が
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
賠
償
責
任
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
等
）

第
七
条

道
の
駅
の
管
理
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条

の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指

定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

奈
良
県
議
会
の
議
員
、
知
事
、
副
知
事
並
び
に
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二

項
に
規
定
す
る
委
員
会
の
委
員
又
は
委
員
が
無
限
責
任
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
若
し
く
は
監
査
役

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
べ
き
者
、
支
配
人
及
び
清
算
人
（
以
下
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
法
人

は
、
主
と
し
て
道
の
駅
の
管
理
を
行
う
指
定
管
理
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
、

副
知
事
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
委
員
会
の
委
員
又
は
委
員
が
役
員
等
で
あ
る

法
人
で
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
二
十
二
条
に
規
定
す
る
も
の

（
県
が
出
資
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、

規
則
で
定
め
る
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

道
の
駅
の
管
理
に
関
す
る
事
業
計
画
書

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
書
類

４

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
が
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
提
出
さ
れ
た
事
業
計
画
書
等
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
最
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
も
の
を
選
定
し
、
議
会
の
議
決
を
経
て
指

定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

住
民
の
平
等
な
利
用
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

二

施
設
の
効
用
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
と
と
も
に
効
率
的
な
管
理
運
営
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

三

事
業
計
画
書
に
沿
っ
た
管
理
を
安
定
し
て
行
う
た
め
に
必
要
な
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を

有
し
て
い
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
道
の
駅
の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
認

め
る
基
準

（
指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
基
準
）

第
八
条

指
定
管
理
者
は
、
開
館
時
間
及
び
休
館
日
に
関
す
る
基
準
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
管
理
の

基
準
に
従
っ
て
道
の
駅
の
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
範
囲
等
）

第
九
条

指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
範
囲
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

第
二
条
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
に
関
す
る
業
務

二

第
三
条
に
規
定
す
る
施
設
、
設
備
等
の
使
用
の
承
認
に
関
す
る
業
務

三

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
施
設
、
設
備
等
の
使
用
の
承
認
の
取
消
し
等
に
関
す
る
業
務

四

道
の
駅
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
の
収
受
等
に
関
す
る
業
務

五

道
の
駅
の
施
設
、
設
備
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

六

道
の
駅
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
業
務

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
業
務

２

知
事
は
、
前
項
の
範
囲
の
う
ち
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
管
理
に
係
る
業
務
を
行
わ

な
い
も
の
と
す
る
。

（
利
用
料
金
）



第
十
条

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
の
駅
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
施
設
、
設
備
等
の
使
用
者
は
、
利
用
料
金
を
指
定
管
理
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

利
用
料
金
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
使
用
料
の
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め

知
事
の
承
認
を
受
け
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

指
定
管
理
者
は
、
利
用
料
金
を
そ
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
も
の
と
す
る
。

４

指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
利
用
料
金
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

５

既
納
の
利
用
料
金
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
管
理
者

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
そ
の
他
）

第
十
一
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
道
の
駅
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定

め
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
か
ら
附
則
第
四
項
ま
で
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
管
理
者
の
指
定
及
び
当
該
指
定
に
関
し
必
要
な
そ
の
他
の
行

為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
同
条
の
規
定
の

例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
業
務
の
開
始
に
必
要
な
準
備
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
施
行
日
以
後
の
利
用
料
金
の
額
の
定
め
）

４

施
行
日
以
後
の
利
用
料
金
の
額
の
定
め
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る

使
用
料
の
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
（
第
三
条
、
第
五
条
、
第
十
条
関
係
）

一

施
設
及
び
そ
の
使
用
料

施
設

使
用
料



交
流
ス
ペ
ー
ス

午
前
九
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で

二
、
七
八
〇
円

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

二
、
七
八
〇
円

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

五
、
五
六
〇
円

更
衣
室

一
人
一
回
に
つ
き

四
〇
〇
円

二

設
備
等
及
び
そ
の
使
用
料

規
則
で
定
め
る
設
備
等
に
つ
い
て
当
該
規
則
で
定
め
る
額


